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（
町
民
税
務
課
）

　

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
が
所
得
税

の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ
う
に
、
従
業

員
（
納
税
義
務
者
）
に
代
わ
り
、
毎
月

従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住

民
税
を
差
し
引
き
（
給
与
天
引
き
）
、

納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　

地
方
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
所

得
税
を
源
泉
徴
収
す
る
義
務
の
あ
る

事
業
主
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

茨
城
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村

で
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
一
斉
に
原

則
、
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
場
合
は
、
従
業
員
が

金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省
け
る

な
ど
、
納
税
者
の
利
便
向
上
に
つ
な

が
り
ま
す
。
事
業
主
の
皆
様
に
は
、

ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

税
務
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

（
町
民
税
務
課
）

　

古
河
税
務
署
で
は
、
個
人
事
業
者

を
対
象
に
青
色
決
算
書
の
作
成
方
法

や
作
成
に
当
た
っ
て
の
注
意
点
な
ど

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

　

説
明
会
で
使
用
す
る
資
料
は
、
当

日
会
場
で
配
布
し
、
講
師
は
税
務
署

職
員
ま
た
は
税
務
署
が
依
頼
し
た
税

理
士
が
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
受
付
は
開
始
時
間
の
30
分

前
か
ら
行
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
税
務
署
個
人
課
税
第
一
部
門

　

☎
（32）
４
１
６
１

　

※
自
動
音
声
に
従
い
「
２
」
を
選
択

　

し
て
く
だ
さ
い
。

（
健
康
福
祉
課
）

　

７
、
８
月
に
実
施
し
ま
し
た
が
ん

検
診
を
受
診
で
き
な
か
っ
た
方
、
大

腸
が
ん
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
対
象
者

で
、
ま
だ
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

の
う
ち
、
検
診
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

○
お
申
し
込
み
期
間

　

12
月
９
日
㈮
ま
で

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

○
検
診
日　
12
月
17
日
㈯

○
検
診
会
場　
保
健
セ
ン
タ
ー

○
検
診
受
付
時
間

・
胃
が
ん
検
診
を
受
け
る
方

　

午
前
７
時
～
８
時

・
胃
が
ん
検
診
を
受
け
な
い
方

 

（
大
腸
が
ん
検
診
の
み
の
方
含
む
）

　

午
前
８
時
30
分
～
９
時
30
分

○
料
金

・
成
人
健
診
（
国
保
加
入
者
）

　

20
歳
以
上
39
歳　

２
，
０
０
０
円

・
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

 

（
結
核
・
肺
が
ん
検
診
）

　

40
歳
以
上　
　
　
　

 　
　

無　

料

・
胃
が
ん

　

40
歳
以
上
69
歳　

 

１
，
０
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

 
５
０
０
円

・
大
腸
が
ん

　

40
歳
以
上
69
歳　
　
　

 

５
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

 

３
０
０
円

・
喀
痰
検
査
（
問
診
該
当
者
）

　

40
歳
以
上
69
歳　
　
　

 

５
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

 

３
０
０
円

・
前
立
腺
が
ん
（
男
性
の
み
）

　

40
歳
以
上
69
歳　
　
　

 

５
０
０
円

　

70
歳
以
上　
　
　
　
　

 

３
０
０
円

・
肝
炎
検
査

　

40
歳
の
方
、
41
歳
以
上
69
歳
ま
で

の
方
で
、
過
去
に
肝
炎
検
査
を
し

て
い
な
い
方　

 　
　

 　

５
０
０
円

　

70
歳
以
上
で
過
去
に
検
査
を
し
て

い
な
い
方　
　
　
　

 　

３
０
０
円

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー　

☎
（84）
１
９
１
０

（
産
業
課
）

　

計
量
法
に
よ
り
、
取
引
ま
た
は
証

明
に
使
用
す
る
は
か
り
は
、
２
年
に

1
回
、
都
道
府
県
の
定
期
検
査
を
受

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
町
で
は

次
の
日
程
に
よ
り
定
期
検
査
を
実
施

し
ま
す
の
で
、
必
ず
受
検
す
る
よ
う

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
地
で
の
検
査
を
希
望
さ

れ
る
場
合
、
別
途
料
金
に
な
り
ま
す

が
計
量
士
に
よ
る
巡
回
検
査
の
制
度

も
あ
り
ま
す
。

○
日
時　
12
月
15
日
㈭

　

午
前
10
時
30
分
～
午
後
3
時

※
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
1
時
を

除
く
。

○
場
所　
役
場
東
側
車
庫
前

○
当
日
持
参
す
る
も
の

①
印
鑑

②
手
数
料
（
１
台
当
り
５
２
０
円
～

　

３
，
０
０
０
円
程
度
）

③
受
検
通
知
ハ
ガ
キ

④
は
か
り

  

（
分
銅
・
お
も
り
も
必
ず
持
参
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　

産
業
課　

地
域
振
興
Ｇ

　

☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

（
生
活
安
全
課
）

　

ご
み
の
不
法
投
棄
が
依
然
と
し
て

後
を
絶
た
ず
、
そ
の
手
口
は
悪
質
・

巧
妙
化
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
早
期
発
見
、
早
期
対

応
が
解
決
の
第
一
歩
で
す
。

　

不
審
車
両
等
を
発
見
し
た
場
合
に

は
、
次
の
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
「
不
法

投
棄
１
１
０
番
」
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

【
不
法
投
棄
１
１
０
番
】

☎
０
１
２
０
（
５
３
６
）
３
８
０

○
お
問
い
合
わ
せ

　

生
活
安
全
課　

生
活
環
境
Ｇ

　

☎
（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
（
給
与

天
引
き
）
制
度
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

が
ん
検
診
の
追
加
受
付
を

し
ま
す

平
成
28
年
分
青
色
決
算
説

明
会
を
開
催
し
ま
す

は
か
り
の
定
期
検
査
を
実

施
し
ま
す

不
法
投
棄
に
関
す
る
情
報
提
供

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

対　象 開催日 開催時間 会　場 対象地区

営　業
所得者

12月5日
㈪

午前10時
～正午

境町商工会館
（境町965-29）

境　町
五霞町

午後２時
～午後４時

境町商工会館
（境町965-29） 坂東市

営　業
所得者

12月7日
㈬

午前10時
～正午 古河市商工会議所

（古河市鴻巣1189-4）

古河市

農　業
所得者

12月8日
㈭

午前10時
～正午 全地区


